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「女性活躍推進のための提案～ダイバーシティ研究会報告書～」の取りまとめについて

関西経済連合会は、2013年７月から2014年９月にかけて労働政策委員会(委員長：井狩 雅文・

㈱日本ネットワークサポート社長)のもとに「ダイバーシティ研究会」を設置し、女性の活躍推進

に向けた現状の課題および課題解決のための方策について、このたび「女性活躍推進のための提案

～ダイバーシティ研究会報告書～」として取りまとめました。

少子高齢化の急速な進展による労働力人口の減少が見込まれるなか、今後、女性、高齢者、およ

び外国人など様々な労働力確保に向けた取り組みが不可欠です。特に「女性の活躍」については、

政府において、2020 年までに指導的地位に女性が占める割合を少なくとも 30％程度にするとの目

標が掲げられるなど、各企業は女性が活躍できる環境づくりを整える必要が出てきています。

そこで当会では、企業の人事・労務の実務者メンバーで構成する「ダイバーシティ研究会」を立

ち上げ、女性の活躍を阻害する課題を抽出するとともに、企業および政府がそれぞれ行うべき取り

組みを整理しました。例えば、育児休業によるキャリアの中断、短時間勤務による経験量の減少と

いった課題に対しては、企業において、育児休業からの早期復職が可能となるように、病児保育代

やベビーシッター代の補助などの育児支援を行う制度の導入を提案するとともに、政府においても、

休日・時間外保育などを充実させた保育制度を整備することなどを提案しています。

今後当会では、「ダイバーシティ研究会」で抽出した取り組み方策を具体的に検討するタスクチ

ームを労働政策委員会のもとに設置し、企業や関係機関に女性の活躍推進に向けた取り組みを行う

よう働きかけるほか、シンポジウムや企業への説明会の開催を通じて機運醸成をはかることとして

います。
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今、政府では「2020 年に指導的地位に占める女性の割合 30 パーセント」という目

標が示され、各企業でも取り組みを進めつつある。目標感を持ってトップのコミッ

トメントのもとで女性活躍推進のアクションをとっていくことは重要だと考える。 

本報告書は、女性の活躍推進に焦点を当て、女性が企業で自分なりのキャリアア

ップを目指しながら就業を継続し、さらに意欲と能力のある女性が管理職・役員を

目指すための提案である。 

ここで提案されている取り組みの方向性は、「日本再興戦略」で謳われている内

容と呼応するところも多い。各企業では、例えば、トップは理解があるが、中間管

理職まで浸透していない、転勤が女性の就業継続の障壁になる、女性のキャリア意

識が不足しているなど、女性活躍の推進に関して多くの課題を抱えている。改めて

自社の現状をしっかりと分析し、課題を浮かび上がらせたうえで、進めることが肝

要である。その際に、現場の実務を知るメンバーでまとめられた本報告書をご一読

いただき、参考にしていただければ幸いである。 

最後に、当研究会において熱心に検討いただいたメンバーの方々、および長期間

にわたりメンバーを派遣いただいた各社に厚く御礼を申し上げる。 
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１．はじめに 

グローバル化の進展や少子高齢化を背景に、わが国経済社会は大きな変化の中にある。こうし

た変化に柔軟に対応し、経済社会を発展させていくために、ダイバーシティの活用、すなわち多

様な人材が持てるポテンシャルを発揮していくことが重要であることは議論の余地がない。「ダイ

バーシティ」は、人種・国籍・性別・年齢・障がいの有無など様々な要素の多様性を指す概念で

あるが、本報告書では女性の活躍推進に焦点を当てる。 

政府が策定した成長戦略「日本再興戦略」においても、女性の活躍推進が重要課題としてクロ

ーズアップされており、実際に女性の登用を進めている企業も多くある。しかし、2014 年に実施

された民間の調査では「女性の管理職割合が 10％に満たない企業が 81.1％1」との結果が出てお

り、さらなる取り組みが必要である。 

 当会では、企業で働く男女の実務家をメンバー 

とする「ダイバーシティ研究会」を 2013 年７月 

に設置し、女性の活躍推進について、課題を整理 

するとともに、政府、企業、そして関経連がどの 

ような取り組みをすべきかを検討してきた。女性 

の活躍が遅々として進まない要因は何なのか、メ 

ンバーが着目した課題をもとに、研究会としての 

提案を取りまとめた。 

議論の対象について、研究会では、まず今企業 

で働いている女性の「環境が変わっても働き続け 

たい」「能力を最大限に活かして働きたい」という 

想いをどう実現するかという観点や、働くことに 

対して女性自身がもっと前向きになるためにはどうするべきかという観点から、女性が「長期の

ブランクを空けることなく就業を継続し、自分なりのキャリアアップを目指す」「さらに上のキャ

リアである管理職以上を目指す」という二つのステージに分けている。特に、管理職以上を目指

す意欲の高い女性を積極的に後押しすることによって、女性就業のすそ野も広がると考える。 

記載の方法として、課題を解決するための取り組みの中で特に象徴的なものを「提案するアク

ション」とし、それを実行するうえであわせて他にも必要だと考える取り組みについては「あわ

せて必要な取り組み」とした。「政府」「企業」などの表記は主な取り組み主体である。 
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事態に対応しながらも業務責任を果たすことができるよう、企業として多様な働き方の選択肢を

提供することが必要である。 

その一例として、在宅勤務制度があるが、同制度の普及は現在全国で 9.3％2にとどまっている。

この制度のように、勤務場所に縛られず仕事を継続できる仕組みを取り入れることは検討に値す

る。また、勤務時間の自由度を高めるフレックスタイムの積極的導入や裁量労働制の活用も必要

である。 

以上のような多様な働き方を取り入れるにあたり、成果に基づく評価を行い、仕事のパフォー

マンスを最大化する仕組みが必要である。 

○コース別人事制度の柔軟な運用 ≪企業≫ 

コース別人事制度を採用している企業では、一般職と総合職の転換や全国転勤のある職種と勤

務地限定職の間の転換などの自由度を高めることも一つの方法である。転勤が就業継続の大きな

阻害要因となっていることをふまえれば、一定期間、転勤を免除する仕組みや、配偶者の転勤に

伴って異動することを可能にする仕組みなどの工夫も企業の実情に応じ検討すべきである。 

○管理職研修での理解促進 ≪企業≫ 

育児休業から復職した女性社員に対して、上司の理解が不足していたり、マネジメントの方法

が分からなかったりすることが女性の能力発揮の妨げになっている場合が多い。これを解決する

ため、管理職研修の中で女性活躍推進に対する理解の促進を図り、女性育成の指導を行うことが

必要である。 

○質・価格を兼ね備えた保育施設の増設 ≪政府≫ 

「待機児童解消加速化プラン」でも示されているとおり、保育施設の整備を強力に進めてもら

いたい。これについては、未就学時の通常保育施設の拡充のみにとどまらず、病児保育施設の数

の拡充や、突発的な事態に対応するため休日・時間外保育の充実、学童保育との連携も含めて取

り組んでほしい。 

 また、国が主導して、保育サービスへの民間の参入促進を行ってもらいたい。 

○キャリアの断絶なく働くことの推奨 ≪政府≫ 

企業の両立支援対策の中で、育児休業に関しては法の要請よりも長く休業できる制度を整える

ことを政府は推奨する方針である。しかし、今後は女性が就業を継続するのみならずさらに活躍

することを目指し、例えば、育児休業や短時間勤務から早期にフルタイムでの復職を希望する女

性が、企業の支援によってそれを実現した取り組み事例を表彰することなどを検討してもらいた

い。 

 

 

 

 

                                                  
2 総務省 2014 年版情報通信白書「テレワーク導入率」 
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２．就業継続～キャリアアップを目指すための提案 

 

 

 

2003 年の次世代育成支援対策推進法導入以降、仕事と家庭の両立支援の名のもとに、政府や企

業の取り組みは女性がいったん職場を離れて出産や育児等に専念することができる環境を整える

ことに主眼が置かれてきた。 

 しかし、そのために整えられた制度の長期利用によって、女性のキャリアの断絶や業務の経験

不足が引き起こされることとなっている。また、長期化する休みの中で女性が一時的に専業主婦

化し、一部の女性にとっては働くことへの意欲が低下する結果ともなっている。 

≪研究会での声≫ ➢育児休業や短時間勤務の制度は目いっぱい利用しないと損だという考えの女性もいるが、

本来は必要な人が必要な分だけ利用するセーフティネットとして考えるべきではないか。 

         ➢周りが残業をする中で、毎日定時で退社すれば「楽をしている」と見られるが、短時間

勤務をしながら時々定時まで働けば、「短時間で帰らなければならないのに遅くまでがん

ばっている」と見られるという理由で、あえて短時間勤務をしている女性がいる。 

➢育児中でも、できる範囲で仕事を頑張りたいという想いがある。会社から配慮という名

の戦力外通告をしないで、選択肢を与えてほしい。 

 

【あわせて必要な取り組み】 

○若手のうちに充実感が得られる職務経験 ≪企業≫ 

女性社員が結婚・出産という大きなライフイベントを経ても、退職することなく働き続け、キ

ャリアアップの意欲を持ち続けるためには、若い時期の職務経験が重要である。補助的業務では

経験のできないような達成感を味わうことはもちろん、失敗や苦労の経験も含めて自らの成長を

実感できることによって、働くことに対する積極性が形成されると考えられる。 

また、入社から５年程度の早期のうちに、自分のキャリアプランが描けるように企業が教育・

研修を実施することも、女性が中・長期的な視点で働いていくうえで有効である。 

○両立を可能にする働き方の整備と成果に基づく評価 ≪企業≫ 

早期復職をしフルタイムで勤務することを可能とするため、子どもの発熱など突発的に生じる

＝提案するアクション＝ 

育児休業からの早期復職支援 

 女性社員が育児休業からいかに早く復職するかは、その後のキャリア形成に大きな影響

を与える。企業として、女性に早期復職を期待しているというメッセージを伝えることが

必要である。そのために、概ね１年未満で育児休業から（フルタイムで）復職した社員に

病児保育代やベビーシッター代の補助などの育児支援を行う制度を導入する。 

企 業

育児休業によるキャリアの中断、短時間勤務による経験量の減少 

◆ 課題① ◆ 
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2 総務省 2014 年版情報通信白書「テレワーク導入率」 
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２．就業継続～キャリアアップを目指すための提案 
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早期復職をしフルタイムで勤務することを可能とするため、子どもの発熱など突発的に生じる

＝提案するアクション＝ 

育児休業からの早期復職支援 

 女性社員が育児休業からいかに早く復職するかは、その後のキャリア形成に大きな影響

を与える。企業として、女性に早期復職を期待しているというメッセージを伝えることが

必要である。そのために、概ね１年未満で育児休業から（フルタイムで）復職した社員に

病児保育代やベビーシッター代の補助などの育児支援を行う制度を導入する。 

企 業

育児休業によるキャリアの中断、短時間勤務による経験量の減少 

◆ 課題① ◆ 
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子どもが職業に就くまでの教育現場や家庭において、これまで就業意欲を高めることにそれほ

ど意識が向けられてきたとは言えない。それゆえ、自身の親（特に母親）の職業に対する意識（専

業主婦志向など）に少なからず影響を受けている。 

≪研究会での声≫ ➢関西では特に、母親が、結婚した自分の娘や、息子の妻が外で働くことにネガティブな

感情を持っていることが多いように思う。 

 

 

 

３．管理職以上を目指すための提案 

 

 

 

女性管理職が少ない理由として、「必要な知識や経験、判断力を有する女性がいない」とは企業

から多く聞かれる声である。同年代の男性と比べて基幹的な職務の経験が少ないことが、管理職

や役員に女性が登用されにくい要因となっている。 

≪研究会での声≫ ➢育成がうまくいかなかったときに上司の責任になるため、上司が前例の少ない女性育成

のリスクをとらないのではないか。女性を登用した上司を評価する仕組みがあってもよ

いと思う。 

➢無理に女性を役職登用する必要はないが、これまで必要以上に高かった女性の役職登用

に対するハードルを、男性と同程度まで下げることは必要ではないか。 

➢自社で、各業務に男女どちらが就いているかを過去の分から調査したところ、特段の理

由なしに歴代男性ばかりが担当する業務、女性ばかりが担当する業務がそれぞれあるこ

とが分かった。 

＝提案するアクション＝ 

就業意欲を高める教育 

 働くことに対する個人の意識を変えていくうえで、社会に出るまでの教育によるところ

が大きい。今後、「教育を受けるということは将来社会に出て働きそれを還元することが期

待されている」、また「キャリアアップは男性のみに開かれた道ではない」という視点で、

人の成長の各ステージに合わせて教育することを望む。 

政 府

受け継がれる就業意欲の低さ 

◆ 課題③ ◆ 

管理職・役員に登用することを見据えた育成の不足 

◆ 課題④ ◆ 
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育児休業に関して言うと、制度を利用したい男性は３割を超えるにもかかわらず3、女性の育児

休業の取得率が 83.0％であるのに対して、男性の取得率は 2.03％と、格段に低い4。このことか

らも、性別による役割分担意識が固定化していることが見て取れる。 

≪研究会での声≫ ➢男性に、１週間でもいいので育児休業をとって、育児の大変さを味わってほしい。長い

目で見たときに、「自分も育児休業をとった」と言えるかどうかで、社内の風土改革に与

える影響が変わると思う。 

 

【あわせて必要な取り組み】 

○慢性的な長時間労働の是正（生産性の向上） ≪企業≫ 

労働時間が長ければ、当然家事や育児、介護等との両立がしにくくなる。現在女性に偏りがち

な家事負担を男女で分担するようにしていくためには、長時間労働の慣行の是正が必須である。

社員一人ひとりが生産性の高い働き方の必要性を認識し、これが実行に移されることが必要であ

る。 

○「イクメンプロジェクト」の推進 ≪政府≫ 

 厚生労働省では仕事と家庭の両立支援策の一環として、男性が積極的に育児をする機運を醸成

するための「イクメンプロジェクト」を実施している。当研究会の目指すところと趣旨を同じく

するものであり、さらなる推進を図ってほしい。 

○働き方の選択に中立な税・社会保障制度の確立 ≪政府≫ 

所得税・住民税の配偶者控除・配偶者特別控除、国民年金の第３号被保険者制度については、

男女の固定的役割分担意識に基づく家族単位をモデルに制度設計されている。共働き世帯の増加

という経済社会の変化、女性の就労の自己抑制という影響から、働き方の選択に中立な制度への

見直しを検討する必要がある。 

 

                                                  
3 ニッセイ基礎研究所「今後の仕事と家庭の両立支援に関する調査」2008 年 
4 厚生労働省 2013 年度 雇用均等基本調査 

＝提案するアクション＝ 

男性の育児休業取得促進 

 男女ともに最前線で働きながら、協力して家庭を切り盛りしていくことが目指すべき姿

であるが、第一歩として男性がまず短期間でも育児休業を取得することで、夫の家庭内の

役割分担に対する意識を高める。また、男性の家事参加に対して職場の上司・同僚の意識

を変えるきっかけにもなると考える。 

企 業

男女の家事・育児分担の偏り 

◆ 課題② ◆ 
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４．関経連の取り組み 

 今後、関経連においては、当研究会で抽出された取り組みの実施に向けて、労働政策委員会で

方策を検討し、その実施を企業および関係機関に働きかけていく。 

あわせて、提案するアクションに対し、手始めとしてそれを後押しする下記取り組みを計画・

実行していく。その際には、労働局、経済産業局、府県の労働担当部署、２１世紀職業財団、連

合大阪等と連携し、実施していくこととする。 

 

 

 

 

５．おわりに 

政府の「日本再興戦略改訂 2014」においては、「2020 年に指導的地位に占める女性の割合 30％」

という目標が掲げられている。女性の活躍推進のため、指導的地位に就く女性の数値目標を掲げ、

政府をあげて取り組みを進めていく意義は大きい。各企業においても女性活躍推進について目標

感を持って取り組んでいくことが一層必要である。 

そして、企業の取り組みすべてに共通することであるが、企業トップが強い意思に基づいて進

めることが必要である。 

本当の意味での女性の活躍とは、それぞれが持てる能力を発揮し、継続的に実績を出し続ける

ことで、企業で価値を生む人材になることではないだろうか。本質的な女性の活躍が実現すれば、

企業の競争優位性確保、生産性向上、収益の増大にもつながるものと考える。女性がそれぞれに

異なる個々の能力を存分に発揮できる環境となることを望む。 

 
以 上 

 

 

 

 

 

 

＝提案するアクション＝               ＜関経連の取り組み＞ 

・育児休業からの早期復職支援     ←企業事例の紹介 

・男性の育児休業取得促進       ←企業事例の紹介 

・自立心を身につけさせる義務教育 

・学生への職業教育  ←企業人講師派遣の支援 

・基幹的な職務への女性の配置     ←企業への呼びかけ、企業事例の研究 

・ネットワークの構築支援          ←「場」の提供、ネットワーク組織の情報提供 
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【あわせて必要な取り組み】 

○女性登用への理解促進 ≪企業≫ 

女性社員に対して候補を決めて育成したり、女性管理職を増やすことを目標としたりする場合、

必ずと言っていいほど「なぜ女性だけが」という議論が出てくる。しかし、実態として長年の男

女間格差により女性の育成は進んでおらず、管理職比率も低い。あくまでも男女間格差の解消を

早めるための時限的措置として、女性の登用を積極的に進めることが必要である（ポジティブア

クション）。これは、ある程度女性が多くなれば男女同等に扱うことが前提である。積極的な女性

登用については、研修等あらゆる機会を活用し社内の理解を得ることが必要である。 

 

 

 

 

日本全体の女性管理職が少ない現状から、社内に目標となる女性管理職がいない場合が多い。

自分が将来管理職になった場合に、どのような生活をしていくのか、部下とどのように接するの

かなどがイメージしにくい。 

≪研究会での声≫ ➢女性管理職が少ないので自分の価値観に合うロールモデルがいない。身近に目標となる

女性がいれば、将来に対する迷いがもっと解消されるのではないかと感じる。 

 

 

 

 

 

＝提案するアクション＝ 

ネットワークの構築支援 

 女性の昇進意欲を高めるうえで、ロールモデルの存在が大きい。社内に女性管理職がい

ない場合でも、他社の女性管理職との交流により、今後の自身のキャリアアップの方向を

確認することができる。女性中堅社員がさらに管理職以上を目指していくうえで、業種を

越えた社外のネットワークが有効と考えられる。 

＝提案するアクション＝ 

中・長期的な視点での、基幹的な職務への女性の配置 

 幹部候補の女性の母集団を作るために、管理部門だけではなく、企業のメインストリー

ムの事業部門の責任者や、新しい組織のリーダーなど、キーとなるポストに女性を積極的

に配置し経験を積ませることが効果的と考えられる。 

企 業

企 業

目指すべきロールモデルの不在 

◆ 課題⑤ ◆ 
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４．関経連の取り組み 

 今後、関経連においては、当研究会で抽出された取り組みの実施に向けて、労働政策委員会で

方策を検討し、その実施を企業および関係機関に働きかけていく。 

あわせて、提案するアクションに対し、手始めとしてそれを後押しする下記取り組みを計画・

実行していく。その際には、労働局、経済産業局、府県の労働担当部署、２１世紀職業財団、連

合大阪等と連携し、実施していくこととする。 

 

 

 

 

５．おわりに 

政府の「日本再興戦略改訂 2014」においては、「2020 年に指導的地位に占める女性の割合 30％」

という目標が掲げられている。女性の活躍推進のため、指導的地位に就く女性の数値目標を掲げ、

政府をあげて取り組みを進めていく意義は大きい。各企業においても女性活躍推進について目標

感を持って取り組んでいくことが一層必要である。 

そして、企業の取り組みすべてに共通することであるが、企業トップが強い意思に基づいて進

めることが必要である。 

本当の意味での女性の活躍とは、それぞれが持てる能力を発揮し、継続的に実績を出し続ける

ことで、企業で価値を生む人材になることではないだろうか。本質的な女性の活躍が実現すれば、

企業の競争優位性確保、生産性向上、収益の増大にもつながるものと考える。女性がそれぞれに

異なる個々の能力を存分に発揮できる環境となることを望む。 

 
以 上 

 

 

 

 

 

 

＝提案するアクション＝               ＜関経連の取り組み＞ 

・育児休業からの早期復職支援     ←企業事例の紹介 

・男性の育児休業取得促進       ←企業事例の紹介 

・就業意欲を高める教育          ←企業人講師派遣の支援 

・基幹的な職務への女性の配置     ←企業への呼びかけ、企業事例の研究 

・ネットワークの構築支援          ←「場」の提供、ネットワーク組織の情報提供 
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【あわせて必要な取り組み】 

○女性登用への理解促進 ≪企業≫ 

女性社員に対して候補を決めて育成したり、女性管理職を増やすことを目標としたりする場合、

必ずと言っていいほど「なぜ女性だけが」という議論が出てくる。しかし、実態として長年の男

女間格差により女性の育成は進んでおらず、管理職比率も低い。あくまでも男女間格差の解消を

早めるための時限的措置として、女性の登用を積極的に進めることが必要である（ポジティブア

クション）。これは、ある程度女性が多くなれば男女同等に扱うことが前提である。積極的な女性

登用については、研修等あらゆる機会を活用し社内の理解を得ることが必要である。 

 

 

 

 

日本全体の女性管理職が少ない現状から、社内に目標となる女性管理職がいない場合が多い。

自分が将来管理職になった場合に、どのような生活をしていくのか、部下とどのように接するの

かなどがイメージしにくい。 

≪研究会での声≫ ➢女性管理職が少ないので自分の価値観に合うロールモデルがいない。身近に目標となる

女性がいれば、将来に対する迷いがもっと解消されるのではないかと感じる。 

 

 

 

 

 

＝提案するアクション＝ 

ネットワークの構築支援 

 女性の昇進意欲を高めるうえで、ロールモデルの存在が大きい。社内に女性管理職がい

ない場合でも、他社の女性管理職との交流により、今後の自身のキャリアアップの方向を

確認することができる。女性中堅社員がさらに管理職以上を目指していくうえで、業種を

越えた社外のネットワークが有効と考えられる。 

＝提案するアクション＝ 

中・長期的な視点での、基幹的な職務への女性の配置 

 幹部候補の女性の母集団を作るために、管理部門だけではなく、企業のメインストリー

ムの事業部門の責任者や、新しい組織のリーダーなど、キーとなるポストに女性を積極的

に配置し経験を積ませることが効果的と考えられる。 

企 業

企 業

目指すべきロールモデルの不在 

◆ 課題⑤ ◆ 
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